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1

礼
　
　
金

法
人
が
建
物
を
賃
借

し
又
は
使
用
す
る
た
め
に
支
出

す
る
権
利
金
そ
の
他
の
費
用
は
、

繰
延
資
産
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

ま
す
の
で
、
そ
の
費
用
は
原
則

当
社
は
新
事
務
所

と
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン

の
一
室
を
賃
借
す
る
契
約

を
本
年
六
月
一
日
に
行
い

ま
し
た
。
こ
の
契
約
に
あ

た
り
、
貸
主
に
礼
金
一
五

万
円
、
敷
金
三
〇
万
円
、

保
証
金
一
二
〇
万
円
を
、

ま
た
、
不
動
産
仲
介
業
者

に
仲
介
手
数
料
と
し
て
一

五
万
円
を
契
約
日
に
お
い

て
支
払
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
費
用
の
う
ち
礼

金
は
返
還
さ
れ
ま
せ
ん
が
、

敷
金
は
原
則
と
し
て
全
額
返

還
さ
れ
、
ま
た
、
保
証
金
に
つ

い
て
は
、
退
去
時
に
二
〇
%

償
却
さ
れ
、
残
り
の
八
〇
%

が
返
還
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
費
用
の
税
務
上

の
取
扱
い
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。

円
に
つ
い
て
は
退
去
す
る
際
に

原
則
と
し
て
償
却
さ
れ
返
還
さ

れ
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で

繰
延
資
産
に
該
当
し
ま
す
。

4

仲
介
手
数
料

仲
介
手
数
料
も
建
物
を
賃
借

す
る
た
め
に
直
接
要
す
る
費
用

で
す
が
、
法
人
税
基
本
通
達
で

支
出
時
の
損
金
と
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
繰
延

資
産
と
し
て
処
理
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

5

繰
延
資
産
の
償
却

貴
社
が
支
出
す
る
費
用
に
つ

い
て
は
、
礼
金
一
五
万
円
と
保

証
金
の
二
〇
%
部
分
の
二
四
万

円
が
繰
延
資
産
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
支
出
の
金
額
が
二
〇

万
円
未
満
の
繰
延
資
産
の
一
時

損
金
算
入
の
規
定
の
適
用
が
考

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
貴

社
の
場
合
は
礼
金
一
五
万
円
と

保
証
金
の
償
却
部
分
二
四
万
円

の
合
計
三
九
万
円
が
二
〇
万
円

以
上
と
な
る
こ
と
か
ら
、
一
時

の
損
金
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

な
お
、
賃
借
人
が
個
人
の
場

合
で
あ
っ
て
も
所
得
税
の
取
扱

い
は
法
人
税
と
同
様
の
取
扱
い

と
さ
れ
ま
す
。

6

消
費
税

最
後
に
消
費
税
に
つ
い
て
で

す
が
、
敷
金
、
保
証
金
等
の
う

ち
将
来
返
還
が
予
定
さ
れ
る
も

の
は
単
な
る
預
け
金
で
あ
る
た

め
消
費
税
は
不
課
税
と
な
り
ま

す
が
、
礼
金
、
保
証
金
等
の
う

ち
返
還
さ
れ
な
い
部
分
に
つ
い

て
は
、
そ
の
支
出
の
目
的
と
な

っ
た
賃
借
物
の
家
賃
の
一
部
と

し
て
課
非
判
定
を
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
そ
の
賃
借
物
が
住

宅
用
建
物
で
あ
る
場
合
に
は
非

課
税
と
な
り
、
事
務
所
用
建
物

等
で
あ
る
場
合
に
は
課
税
と
な

り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
貴
社
が
支
出
す

る
礼
金
、
保
証
金
等
の
う
ち
繰

延
資
産
に
該
当
す
る
三
九
万
円

部
分
に
つ
い
て
は
課
税
仕
入
れ

に
係
る
支
払
対
価
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

と
し
て
一
時
の
損
金
と
は
な
ら

ず
、
支
出
の
効
果
の
及
ぶ
期
間

で
償
却
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

礼
金
に
つ
い
て
は
、
建
物
を
賃

借
す
る
た
め
に
支
出
す
る
権
利

金
そ
の
他
の
費
用
に
含
ま
れ
ま

す
の
で
繰
延
資
産
に
該
当
し
ま

す
。

2

敷
　
　
金

敷
金
に
つ
い
て
は
退
去
時
に

返
還
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
繰
延

資
産
に
該
当
せ
ず
退
去
時
ま
で

資
産
計
上
し
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

3

保

証

金

保
証
金
の
う
ち
八
〇
%
部
分

に
つ
い
て
は
退
去
時
に
返
還
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
繰
延
資
産
に

は
該
当
せ
ず
、
退
去
時
ま
で
資

産
計
上
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
二
〇
%
部
分
の
二
四
万

Q 建
物
の
賃
借
に
際
し
て
支
出
し
た
礼
金
、

敷
金
、
保
証
金
、
仲
介
手
数
料
の
取
扱
い
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教
育
訓
練
費
の
税
額
控
除
制
度
は
、

平
成
十
七
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
産

業
競
争
力
の
基
盤
で
あ
る
産
業
人
材
の

育
成
・
強
化
の
観
点
か
ら
、
企
業
内
の

人
材
投
資
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
導
入
さ
れ
た
制
度
で
す
が
、
使

い
勝
手
が
悪
い
と
の
批
判
も
多
く
利
用

が
少
な
か
っ
た
た
め
、
二
十
年
度
税
制

改
正
で
大
き
く
改
善
さ
れ
て
い
ま
す
。

従
来
の
制
度
は
、
継
続
的
な
教
育
訓

練
費
の
増
加
や
、
三
年
分
の
帳
簿
か
ら

教
育
訓
練
費
を
洗
い
出
す
手
間
が
必
要

で
あ
り
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
使
い

難
い
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
、
改
正
後

は
、
人
材
投
資
を
継
続
的
に
増
加
さ
せ

る
こ
と
が
困
難
な
中
小
企
業
に
つ
い
て
、

教
育
訓
練
費
の
増
減
に
係
わ
ら
ず
、
適

用
事
業
年
度
の
教
育
訓
練
費
の
総
額
か

ら
税
額
控
除
が
で
き
る
よ
う
に
制
度
が

拡
充
さ
れ
て
い
ま
す
。

労
務
費
用
に
占
め
る
教
育
訓
練
費
の

割
合
が
〇
・
一
五
％
以
上
の
場
合
に
、

教
育
訓
練
費
の
総
額
に
、
労
務
費
用
に

占
め
る
教
育
訓
練
費
の
割
合
に
応
じ
た

特
別
税
額
控
除
割
合
（
八
％
〜
一
二
％
）

を
乗
じ
た
金
額
の
特
別
税
額
控
除
が
で

き
る
制
度
に
改
組
さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
し
、
そ
の
事
業
年
度
の
法
人
税

額
の
二
〇
％
（
改
正
前
一
〇
％
）
が
限

度
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
税
額
控
除
割
合
は
、
次
の
算

式
で
計
算
し
、
一
二
％
が
限
度
と
さ
れ

ま
す
。

（
参
考
）

①

労
務
費
用
に
占
め
る
教
育
訓
練

費
の
統
計
デ
ー
タ
を
示
す
と
図
表

１
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

②

一
人
当
た
り
の
労
務
費
用
を
四

五
〇
万
円
と
す
る
と
、
そ
の
〇
・

一
五
％
相
当
額
は
六
、
七
五
〇
円
。

従
業
員
数
が
一
〇
人
の
場
合
、
総

額
六
万
七
、
五
〇
〇
円
以
上
支
出

経済産業省資料より 

税額控除率の計算式 

税額控除率の 
イメージ 

控除率（％）＝ 8％ ＋ －0.15％ × 40（ 　　） 教育訓練費 
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図表1　労務費用に占める教育訓練費の割合 

教
育
訓
練
費 

税
額
控
除
制
度
改
正 

教
育
訓
練
費
の 

税
額
控
除
制
度
改
正 

の
ポ
イ
ン
ト 

改
正
の
趣
旨

1

制
度
の
概
要

2
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す
れ
ば
減
税
対
象
に
な
り
ま
す

（
※
従
業
員
数
三
〇
〜
九
九
人
規
模

の
企
業
の
一
人
当
た
り
の
労
務
費

用
平
均
額
は
、
四
五
〇
万
九
、
四

二
四
円
（
厚
生
労
働
省
「
就
労
条

件
総
合
調
査
」）。

①

大
企
業
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
廃
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

②

中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、
中
小
企

業
等
基
盤
強
化
税
制
の
中
に
位
置
付

け
ら
れ
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
が
適

用
対
象
と
な
り
ま
す
。

a

労
務
費
用

教
育
訓
練
費
割
合
な
ど
の
算
定
上
の

労
務
費
用
と
は
、
所
得
税
法
二
八
条
一

項
に
規
定
す
る
給
与
等
（
使
用
人
に
支

給
す
る
も
の
に
限
り
ま
す
）、
法
定
福
利

費
及
び
教
育
訓
練
費
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

s

教
育
訓
練
費

お
お
よ
そ
図
表
２
に
掲
げ
る
よ
う
な

も
の
が
該
当
し
ま
す
。

図表2　教育訓練費の具体例 

種  類 具 体 例 

社内研修型 

研修委託型 

研修参加型 

教材購入型 

使用者が教育訓練を自ら行うための社外講師等への報酬等、 
教育訓練施設等の賃借料などの費用 

講師、教材等を含め研修全体を外部に委託するための費用 

外部研修の授業料・受講料、受験手数料などの費用 

研修用教材の購入、又は（外部）委託製作のための費用 

（1）教育訓練費割合が0.25％未満の場合 

（2）教育訓練費割合が0.25％以上の場合 

〈条件〉 

　①　教育訓練費 483,000円 

　②　労務費用 230,000,000円 

〈計算〉 

　①　教育訓練費割合 　　　　　　　　　　　＝0.21％≧0.15％ 

 

　②　税額控除割合 8％＋（0.21％－0.15％）×40＝10.4％ 

　③　税額控除額 483,000円×10.4％＝50,232円 

483,000円 
230,000,000円 

〈条件〉 

　①　教育訓練費 1,150,000円 

　②　労務費用 230,000,000円 

〈計算〉 

　①　教育訓練費割合 　　　　　　　　　　　＝0.5％≧0.15％ 

 

　②　税額控除割合 8％＋（0.5％－0.15％）×40＝22％＞12％（上限） 

　③　税額控除額 1,150,000円×12％＝138,000円 

1,150,000円 
230,000,000円 

∴適用あり 

∴適用あり 

労
務
費
用
・
教
育
訓
練
費

4

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー

5

適
用
期
限

3
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私
は
会
社
員
で
す
が
、
過
去

の
年
分
の
医
療
費
等
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
ら

れ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
こ
の
場

合
何
年
分
遡
っ
て
還
付
申
告
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？

所
得
税
法
で
は
、
医
療
費
控

除
等
を
適
用
す
る
場
合
の
よ
う

に
、
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
は

な
い
も
の
で
も
源
泉
徴
収
税
額
や
予
定

納
税
額
が
納
め
す
ぎ
に
な
っ
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
の
納
め
す
ぎ
に
な
っ
て
い

る
税
額
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
還
付

申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
還
付
申
告
書
の

提
出
は
、
還
付
申
告
を
す
る
年
分
の
翌

年
一
月
一
日
か
ら
五
年
間
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
申
告
を

し
て
い
な
か
っ
た
場
合
は
、
平
成
十
五

年
分
ま
で
の
医
療
費
控
除
に
つ
い
て
遡

っ
て
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

母は、自らを契約者、被保険者及
び受取人とする生命保険会社の個人

年金保険に加入していますが、保険料はすべ
て父が負担していました。本年４月に父が他
界しましたが、この保険契約にかかる相続税
の課税関係について教えて下さい。

相続開始の時において、まだ保険
事故が発生していない生命保険契約

で、被相続人が保険料を負担し、かつ、被相
続人以外の者がその生命保険契約の契約者で
あるものがある場合には、その契約者は、そ
の契約に関する権利を被相続人から相続等に
より取得したものとみなされます。従ってご
質問の場合は、この個人年金保険契約に関す
る権利をお父さんからお母さんが相続したも
のとみなされ相続税の課税対象とされます。
なお、相続税評価額は、相続開始時におけ

る解約返戻金相当額とされています。

個人年金保険契約に関する
権利の課税関係問答

Q

A

還
付
申
告
書
の
提
出
期
限

暑中のご挨拶

暑中お見舞い申し上げます。

中小企業の事業承継をスムーズに行うことを通じて、雇用の確保を目指した「中小企

業における経営の承継の円滑化に関する法律」が本年５月に成立しています。この法律

は、相続に伴う民法や税法の特例と融資の三本柱からなるもので、税法については来年

度税制改正で「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設され、本年

10月に遡って制度が適用されます。

また、10月には政府系金融機関が統廃合されます。中小企業に関係の深い国民生活金

融公庫（国金）と中小企業金融公庫（中金）は統合され、株式会社日本政策金融公庫として

スタートします。その融資に関する事業内容は、国金が教育資金融資の貸付対象範囲を

縮小し、中金が一般貸付融資を廃止する以外は、現行と変更がないようです。

先の国会では、ガソリン税など道路特定財源の一般財源化や後期高齢者医療制度が与

野党の争点になりました。年金問題も含めその財源を考えるとき、消費税論議は避けて

通れない状況で、本年末の与党税制改正大綱に、どの程度消費税について具体的記述が

盛り込まれるのか注目されます。

皆様方の益々のご発展とご健勝を祈念し、ご挨拶といたします。




